
作業種類 単位 標準賃金 備　　　　　考

田畑耕起 10a 5,198 円

代かき 10a 6,353 円

機械田植え 10a 5,775 円 角植えは含まない

コンバイン
刈り取り

10a 19,635 円 倒伏田、湿田、1枚10a未満の田は30%増

籾運搬 10a 2,888 円 1枚10a未満の田は20%増

出荷米等運搬 1袋 116 円 30㎏入り

農作業賃金
（軽作業）

1日 7,200 円
1日の作業時間は8時間
時給の場合は1時間当たり900円
専門作業賃金は内容により当事者間で協議

肥料散布 10a 1,155 円 10a当たり　20㎏入り3袋基準

機械防除 10a 809 円 除草剤散布を含む

畦畔塗り 1m 58 円 機械塗り

草刈り 1時間 2,079 円 機械刈り（機械及び燃料代を含む）

水稲
乾燥・調整

30㎏
/袋 866 円 水分24%基準

色彩選別
（うるち）

30㎏
/袋 221 円 張込作業を含む

機械清掃作業が必要な場合は当事者間で協議

そば刈取り 10a 6,353 円 倒伏したもの、1枚10a未満の圃場については、当
事者間で協議

そば
乾燥・調整

1kg 48 円 水分15%基準、1袋(22.5kg)あたりは、1,080円　（消
費税10％）

令和６年度　昭和村農作業標準賃金

・上記金額は標準額です。作業条件等により勘案する場合、項目にない作業を行う場合は当事者間の
協議により金額を決定してください。
・最低賃金が見直され、作業賃金額がその額を下回る場合は新しい最低賃金額に読み替えるものとし
ます。

昭和村農業委員会（電話 57-2117）

農地に関するご相談、お問い合わせは農業委員会へ
定例総会：毎月２０日前後　申請〆切：毎月５日
申請内容により手続きにお時間いただくことがありますので、早めのご相談をお願いします。

1枚5a未満は50%、5a～10a未満は30%増、ほ場条件
が悪い場合は当事者間で協議

　令和6年度の農作業賃金は、隣接町村との均衡や諸物価等を参考として次のとおり定め
ましたのでお知らせします。


